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接種法に基づく予防接種で主に用いられる小児用ワクチンのみならず、予防

接種法に基づかない領域でのワクチン利用への期待が高まっている。 

・ 近年予防接種法に基づく予防接種については、施策的な変動が大きいと指摘

され、その需要のみを事業運営の支えとすることは、事業の将来的な安定化

の観点からは必ずしも容易ではない状況がある。予防接種法に基づく予防接

種に必要なワクチンの生産体制を確保することは社会的にも重要であるが、

予防接種法に基づく予防接種で用いられるワクチンのみに依存せず、よりニ

ーズが高まると期待される他の領域（成人、高齢者及び改良ワクチン等によ

る新たなニーズ）への対応によって、安定的な経営基盤を確保していくこと

も課題である。そのための研究開発力、競争力の強化の方向性を指向しなけ

れば今後の持続可能な産業とはなり得ない。 

・ 予防接種法に基づかない接種についても、その有用性、ニーズを明確にする

ため、疾病に罹患した場合の治療費のみならず、健康状態の改善や周辺の経

済的な負担等の費用まで総合的に勘案して評価する医療経済学的な評価を

用い、ワクチンの意義についての医療現場の理解を促進することが重要であ

る。こうした活動を学会等とも連携しつつ、企業自らが行うことについても

考慮が必要となって来ている。 

また、そのような地道な努力により、近年肺炎球菌ワクチンに対して自

治体の公費補助が自主的に拡大された例にみられるように、新たなワクチ

ンの公費負担への取り込みの足がかりとなることも期待できるところであ

る。 

    図２０ 予防接種施策の影響事例 

 
 


